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主   文 

 

１ 原判決を取り消す。 

２ 坂戸市長が平成２２年１２月１日付けで控訴人に対してした，別紙物件目録記載の家

屋に係る平成２２年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分を取り消す。 

３ 訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。 

 

 

事実及び理由 

 

第１ 控訴の趣旨 

 主文同旨 

 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，坂戸市長から家屋について平成２２年度の固定資産税及び都市計画税の賦課

処分を受けた控訴人が，当該家屋は，平成２１年１２月７日に新築したものであるが，賦

課期日である平成２２年１月１日の時点では，控訴人は当該家屋の所有者として登記簿に

登記されておらず，また，家屋補充課税台帳にも登録されていなかったのであるから，平

成２２年度の固定資産税及び都市計画税の納税義務者ではなく，上記の賦課処分は違法で

あると主張して，その取消しを求める事案である。 

 原審は，控訴人の請求を棄却した。 

 そこで，控訴人がこれを不服として控訴した。 

２ 前提となる事実 

（１）控訴人は，平成２１年１２月７日，埼玉県坂戸市内において，別紙物件目録記載の

家屋（以下「本件家屋」という。）を新築し，その所有権を取得した。 

（争いのない事実） 

（２）控訴人は，平成２１年１２月１２日，本件家屋に入居した。 

（乙９） 

（３）坂戸市の担当者は，平成２１年１２月１８日，現地調査により本件家屋の完成を確

認した。 

（乙９） 

（４）平成２２年１月１日の時点においては，本件家屋の登記記録及び家屋補充課税台帳

は，いずれも作成されていなかった。 

（争いのない事実） 

（５）本件家屋について，平成２２年１０月８日，登記原因を「平成２１年１２月７日新

築」，所有者を控訴人として，表題登記がされた。 
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（甲１） 

（６）坂戸市は，平成２２年１１月２日，控訴人から図面の提出を受け，本件家屋の評価

を行った。 

（乙９） 

（７）坂戸市長は，平成２２年１２月１日，本件家屋の平成２２年度家屋課税台帳に，控

訴人を所有者として登録したうえ，平成２１年１２月新築，課税標準額１０２６万６１７

６円，固定資産税相当額７万５４９７円，都市計画税相当額２万０５３２円と登録した。 

（甲５） 

（８）坂戸市長は，平成２２年１２月１日，控訴人に対し，本件家屋に係る平成２２年度

の固定資産税７万５４００円及び都市計画税２万０５００円（以下，両税を併せて「固定

資産税等」ともいう。）を賦課した（以下，これらを併せて「本件賦課処分」という。）。 

（争いのない事実） 

（９）控訴人は，平成２３年１月１３日，坂戸市長に対し，本件賦課処分を不服として異

議申立てをしたところ，坂戸市長は，平成２３年２月９日，上記異議申立てを棄却した。 

（甲４） 

（１０）控訴人は，平成２３年４月１０日，本件訴えを提起した。 

（争いのない事実） 

３ 法令の定め（以下，地方税法の規定については，法令名の記載を省略する。） 

（１）固定資産税に関する用語の意義 

 固定資産税について，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１ 固定資産 土地，家屋及び償却資産を総称する。 

 …（中略）… 

９ 固定資産課税台帳 土地課税台帳，土地補充課税台帳，家屋課税台帳，家屋補充課税

台帳及び償却資産課税台帳を総称する。 

 …（中略）… 

１２ 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋（建物の区分所有等に関する法律…（中

略）…）について第３８１条第３項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 

１３ 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によ

って固定資産税を課することができるものについて第３８１条第４項に規定する事項を登

録した帳簿をいう。 

（３４１条） 

（２）固定資産税の課税客体等 

 固定資産税は，固定資産に対し，当該固定資産所在の市町村において課する。 

（３４２条１項） 

（３）固定資産税の賦課期日 
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 固定資産税の賦課期日は，当該年度の初日の属する年の１月１日とする。 

（３５９条） 

（４）固定資産税の納税義務者 

ア 固定資産税は，固定資産の所有者（質権又は１００年より永い存続期間の定めのある

地上権の目的である土地については，その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税に

ついて同様とする。）に課する。 

（３４３条１項） 

イ 前項の所有者とは，土地又は家屋については，登記簿又は土地補充課税台帳若しくは

家屋補充課税台帳に所有者（区分所有に係る家屋については，当該家屋に係る建物の区分

所有等に関する法律第２条第２項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とす

る。）として登記又は登録されている者をいう。この場合において，所有者として登記又は

登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき，若しくは所有者として登記又は登

録されている法人が同日前に消滅しているとき，又は所有者として登記されている第３４

８条第１項の者が同日前に所有者でなくなっているときは，同日において当該土地又は家

屋を現に所有している者をいうものとする。 

（３４３条２項） 

（５）固定資産課税台帳の登録事項，備付け及び閲覧など 

ア 市町村は，固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らか

にするため，固定資産課税台帳を備えなければならない。 

（３８０条１項） 

イ 市町村長は，家屋課税台帳に，総務省令で定めるところによって，登記簿に登記され

ている家屋について不動産登記法第２７条第３号及び第４４条第１項各号に掲げる登記事

項，所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比

準価格（第３４３条第２項後段及び同条第４項の場合にあっては，当該各項の規定によっ

て固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格

又は比準価格）を登録しなければならない。 

（３８１条３項） 

ウ 市町村長は，家屋補充課税台帳に，総務省令で定めるところによって，登記簿に登記

されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によって固定資産税を課することができるも

のの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在，家屋番号，種類，構造，床面積及び

基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。 

（３８１条４項） 

エ 市町村長は，納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ，固定資産課税台帳の

うちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載（…（中略）

…）をされている部分又はその写し（…（中略）…）をこれらの者の閲覧に供しなければ

ならない。 
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（３８２条の２第１項） 

（６）建物の表題登記の申請 

 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は，その所

有権の取得の日から１月以内に，表題登記を申請しなければならない。 

（不動産登記法４７条１項） 

（７）都市計画税 

ア 市町村は，…（中略）…市街化区域…（中略）…内に所在する土地及び家屋に対し，

その価格を課税標準として，当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができ

る。 

（７０２条１項前段） 

イ …（中略）…前項の「所有者」とは，当該土地又は家屋に係る固定資産税について第

３４３条（第３項，第８項及び第９項を除く。）において所有者とされ，又は所有者とみな

される者をいう。 

（７０２条２項） 

ウ 都市計画税の賦課期日は，当該年度の初日の属する年の１月１日とする。 

（７０２条の６） 

４ 争点 

 家屋を新築して所有しているが，表題登記がされていないため，固定資産税の賦課期日

である１月１日の時点においては，登記簿に所有者としての登記がされておらず，家屋補

充課税台帳も作成されていない者に対してされた，当該年度の固定資産税及び都市計画税

の賦課決定は適法か否か。 

５ 当事者の主張 

（被控訴人の主張） 

（１）固定資産税は，固定資産を所有する事実に担税力を見出して課される財産税である

から，その納税義務者は，賦課期日である１月１日現在における固定資産の所有者であり

（３４３条１項），１月１日現在において登記又は登録されている者だけに限定される理由

はない。１月１日には未登記の家屋についても，１月１日に当該家屋が存在し，かつ，所

有者が明らかな場合には，その所有者に課税することができると解すべきである。 

 控訴人は，平成２２年１月１日の時点において本件家屋を所有していたのであるから，

同人に対して本件家屋に係る平成２２年度の固定資産税等を賦課した本件賦課決定に違法

はない。 

（２）３４３条２項は，同条１項の所有者課税の大原則を受けて，課税技術の要請上から，

所有者判定の基準として，登記名義人課税の原則を改めて規定したにすぎない。 

 また，同条２項前段は，登記簿又は家屋補充課税台帳への登記又は登録が，賦課期日の

時点で存在することを要求しておらず，課税客体や所有者の固定資産課税台帳への登録が

賦課期日後になったとしても何ら問題はないというべきである。 
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 地方税法においては，市町村長が賦課期日である１月１日に登録されていなかった価格

等をその後に固定資産課税台帳に登録することを認めている（４１０条１項，４１１条１

項）ことからしても，１月１日の時点で登記又は登録が必要であるとは解されないという

べきであって，法定納期限の翌日から起算して５年以内であれば，後日，固定資産課税台

帳に登録し，課税客体の存した賦課期日に対応する年度分を遡及課税できるというべきで

ある。 

 なお，固定資産税等の納税義務者については，既存家屋の所有権移転の場合には，賦課

期日現在の登記簿の記載により判断されるが，新築家屋の場合には，賦課期日現在で家屋

が完成しているか否かにより判断されるべきであって，所有権移転の場合は登記の受付日

が基準となるのに対し，新築家屋の場合には登記の原因日が基準となるものと解するべき

である。 

（３）仮に，控訴人主張のように解するとすると，家屋を建てた後も，表題登記を数年遅

らせて遡って建築年月日を登記すれば，その間，固定資産税を免れることになり，不公平

である。賦課期日に課税客体として固定資産が実在する以上，その所有者は固定資産税を

支払うべきである。 

（控訴人の主張） 

（１）ア 固定資産税の賦課期日は，当該年度の初日の属する年の１月１日とされており

（３５９条），固定資産税の納税義務者は賦課期日における固定資産の「所有者」である（３

４３条１項）。この場合の「所有者」とは，家屋については，登記簿又は家屋補充課税台帳

に所有者として登記又は登録されている者をいう（同条２項）と定められている。すなわ

ち，「１月１日の家屋の所有者として登記又は登録されている者」に対して課税するのでは

なく，「１月１日に家屋の所有者として登記又は登録されている者」に対して課税するとい

うことであり，このことは都市計画税についても同様である（７０２条２項，７０２条の

６）。 

イ 登記簿又は家屋補充課税台帳への登記，登録が，賦課期日である１月１日に存するこ

とを要求していることは，最高裁昭和３０年３月２３日大法廷判決が「１月１日現在にお

いて土地台帳若しくは土地補充課税台帳に所有者として登録されている者をいい」とし，

最高裁昭和４７年１月２５日判決が「一定の時点に，所有者として登記または登録されて

いる者を所有者として課税する」としていることや，地方税法に関する文献等からも明ら

かである。 

ウ ちなみに，市町村民税については，「市町村内に住所を有する個人」に課することを定

めた（２９４条１項１号）うえ，「前項１号の市町村内に住所を有する個人とは，住民基本

台帳法の適用を受ける者については，当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をい

う。」（同条２項）とされているが，「市町村は，当該市町村の住民基本台帳に記録されてい

ない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には，その者を当該住民基本台帳に

記録されている者とみなして，その者に市町村民税を課することができる。」（同条３項）
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と規定を設けて，住民基本台帳に記録されていない個人についても，当該住民基本台帳に

記録されている者とみなすこととしている。しかし，固定資産税については，このような

みなし規定は存在しない。 

エ そして，控訴人が，平成２２年１月１日現在，本件家屋の所有者として登記簿に登記

されておらず，かつ，家屋補充課税台帳にも登録されていなかったことは争いがなく，そ

の後に当該家屋につき登記がされても，平成２２年の固定資産税等の納税義務を生じるも

のではない。 

オ したがって，本件賦課決定は違法であり，取り消されるべきである。 

（２）被控訴人は，新築家屋については，既存家屋の場合とは区別されるべきであると主

張するが，地方税法は，新築家屋について例外規定を置かず，既存家屋の所有権移転の場

合と区別していない。新築家屋について例外だとするのであれば，不動産取得税において，

新築家屋の取得者についてみなし規定（７３条の２第２項）があるように，明文の規定を

置くべきである。 

 課税要件充足の有無は，租税法律主義から，税法の文理解釈により判断すべきものであ

り，これと異なる行政実例は判断の基準にはならない。 

（３）地方税法は，本件のような場合について，平成２２年度分の固定資産税等を遡及的

に課税することを予定しておらず，平成２３年度の固定資産課税台帳の閲覧を経て，平成

２３年度から課税されるものと解すべきであって，遡及して課税できるとすれば，固定資

産課税台帳の閲覧の機会を奪われたまま，いきなり課税されることになる。実際，坂戸市

は，平成２２年１２月１日に本件家屋を家屋課税台帳に登録すると同時に納税通知書を発

しており，台帳課税主義は全く骨抜きにされている。 

 課税客体が存在する以上，固定資産課税台帳に登録されていなくても，民法上の所有者

をどこまでも探索して課税するというのでは，賦課期日制度を無視することになり，台帳

課税主義を採用する必要もない。 

（４）家屋に対する固定資産税の前身は家屋税であるが，家屋税法９条は，「家屋税ハ納期

開始ノ時ニ於テ家屋臺帳ニ所有者トシテ登録セラレタル者ヨリ之ヲ徴ス」とされていたも

のである。 

（５）なお，新築建物の所有権を取得した者は，所有権取得の日から１か月以内に表題登

記を申請しなければならないところ（不動産登記法４７条１項），本件家屋の完成日は平成

２１年１２月７日であるから，１か月以内である平成２２年１月６日に登記申請をしたと

しても何ら問題はない。この場合も平成２２年１月１日現在において登記又は登録がない

のであるから，平成２２年度の固定資産税等を賦課できないことに変わりはない。そうす

ると，本件家屋の登記が平成２２年１０月８日になったことにより特に責められるべき問

題があるとはいえない。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 被控訴人は，固定資産税は固定資産を所有する事実に担税力を見出して課される財産

税であり，３４３条１項によれば，その納税義務者は，賦課期日である１月１日現在にお

ける家屋の所有者であるから，賦課期日である平成２２年１月１日に現に本件家屋を所有

していた者である控訴人に対してした本件賦課処分に違法はないと主張する。 

２ そこで，本件賦課処分の適法性について検討する。 

（１）ア 固定資産税は，土地，家屋及び償却資産の資産価値に着目して課せられる物税

であるが，地方税法は，その納税義務者について，３４３条１項において「固定資産税は，

固定資産の所有者（質権又は１００年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である

土地については，その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。）

に課する。」と定め，質権又は１００年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である

土地については，その質権者又は地上権者に，それ以外の固定資産については，その「所

有者」に固定資産税を課するとしているが，ここにいう「所有者」については，同条２項

前段は，「前項の所有者とは，土地又は家屋については，登記簿又は土地補充課税台帳若し

くは家屋補充課税台帳に所有者（区分所有に係る家屋については，当該家屋に係る建物の

区分所有等に関する法律第２条第２項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様

とする。）として登記又は登録されている者をいう。」と定め，同条１項にいう「所有者」

の意義を明らかにしている。 

 被控訴人は，同条２項前段は，登記簿上の所有名義人と真実の所有者が異なっていた場

合において，固定資産税の納税義務者となる所有者について登記名義人課税の原則を改め

て規定したものであるにすぎないと主張するが，同項の文言には何らの留保も置かれてお

らず，同項が，被控訴人主張のような特定の場合についてのみ１項の「所有者」の意義を

定めたものと解すべき理由はない。 

イ そして，地方税法は，上記の例外として，「この場合において，所有者として登記又は

登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき，若しくは所有者として登記又は登

録されている法人が同日前に消滅しているとき，又は所有者として登記されている第３４

８条第１項の者が同日前に所有者でなくなっているときは，同日において当該土地又は家

屋を現に所有している者をいうものとする。」（３４３条２項後段）と定めて，〔１〕所有者

として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき，〔２〕所有者として

登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき，〔３〕所有者として登記されて

いる３４８条１項の者が同日前に所有者でなくなっているときには，賦課期日において当

該土地又は家屋を「現に所有している者」が３４３条１項の「所有者」であり，その者が

納税義務者となることを定めている。 

 なお，そのほかに，地方税法においては，災害により所有者が不明であるときや土地区

画整理事業の施行に係る土地など一定の場合については，その使用者等をもって所有者と

みなす旨の規定が設けられている（３４３条４項ないし９項）。 
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ウ このように，３４３条１項にいう「所有者」とは，常に私法上の所有者と同義に用い

られているものではなく，土地又は家屋について原則的に納税義務を負う者を定めた同項

及び同条２項前段の規定における「所有者」とは，「登記簿又は土地補充課税台帳若しくは

家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者」をいい，前記イ掲記の〔１〕

ないし〔２〕に該当するときには，上記の例外として，賦課期日において当該土地又は家

屋を「現に所有している者」すなわち私法上の所有者をいうものと定められている。 

（２）ア ところで，地方税法は，「固定資産税の賦課期日は，当該年度の初日の属する年

の１月１日とする。」（３５９条）と定め，固定資産税の課税要件を確定させて具体的な納税

義務を発生させるための基準となる日を当該年度の初日の属する年の１月１日としている。 

 そして，前記のとおり，３４３条１項及び２項前段による家屋の「所有者」とは，当該

家屋について登記簿に所有者として登記され，又は家屋課税補充台帳に登録されている者

をいうとされているのであるから，この点の課税要件の充足の有無は，賦課期日である１

月１日において判断されるべきこととなる。 

 ちなみに，「賦課期日である１月１日に当該家屋について所有者として登記簿又は家屋補

充課税台帳に登記又は登録されている者であること」が固定資産税の課税要件であること

は，上記の者についてそのような登記がされている限り，同人が当該固定資産を現に所有

してないことや，その後に当該固定資産の所有権を他に移転したことは，当該固定資産に

係る固定資産税の納税義務の成立を左右しないと解されていること（最高裁判所昭和３０

年３月２３日大法廷判決・昭和２８年（オ）第６１６号・民集９巻３号３３６頁，最高裁

判所昭和４７年１月２５日第三小法廷判決・昭和４６年（オ）第７６６号・民集２６巻１

号１頁参照）からしても，明らかである。 

イ（ア）これに対し，被控訴人は，納税義務を負うべき者は，当該固定資産を「現に所有

している者」であり，その者について賦課期日の時点で登記又は登録されていることは課

税の要件ではないと主張する。 

（イ）しかし，３４３条２項前段が適用される場合における同条１項にいう「所有者」と

は，私法上の所有者又は同条２項後段の「現に所有している者」と同義ではなく，「登記簿

に所有者として登記され，又は家屋補充課税台帳に登録されている者」をいうのであり，

これが課税要件とされていることは前述したとおりであるから，賦課期日より後に課税要

件の一部が備わったとしても，特段の規定がない限り，納税義務の発生を肯定することは

できない。 

（ウ）被控訴人は、４１７条１項において，１月１日に登録されていなかった「価格等」

を，後日，市町村長が固定資産課税台帳に登録することを認めていることから，賦課期日

の時点で所有者として登記又は登録されていることは課税の要件ではないと主張するが，

３８９条１項柱書によれば，４１７条１項にいう「価格等」の中に所有者が含まれないこ

とは明らかであり，同項の規定によって価格等を決定し，又は決定された価格等を修正し

て，これを固定資産課税台帳に登録できるからといって，被控訴人の主張のように解すべ
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き根拠とはならない。  

（エ）また，同３４３条２項後段の規定も，同項前段にいう「登記簿又は土地補充課税台

帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者（…略…）として登記又は登録されている者」とは，

賦課期日における登記又は登録の内容を前提としていると解するのが自然である。 

（オ）被控訴人は，既存家屋の所有権移転の場合には，賦課期日現在の登記簿の記載が基

準となるが，新築家屋の場合には，これと区別して，賦課期日現在で家屋が完成している

か否かを基準とすべき旨を主張するが，賦課期日が設けられた意味については，前記アに

記載したとおりであって，課税要件の確定について，既存家屋の所有権移転の場合と新築

家屋の場合とを別異に取り扱う旨の定めは設けられておらず，同一の法令上の文言を二義

的に解釈すべき根拠はない。 

（カ）したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。 

（３）以上によれば，家屋については，これを現実に所有している者であっても，賦課期

日である１月１日に登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されていな

い限り，３４３条１項及び２項前段の規定に基づいて固定資産税の納税義務を負うことは

ないというべきである。 

 そして，これを本件についてみると，控訴人は，平成２２年度の賦課期日である平成２

２年１月１日において，本件家屋の登記記録に所有者として記録されたり，家屋補充課税

台帳に登録されていた者ではないのであるから，控訴人が３４３条１項及び２項前段の規

定に基づいて本件家屋に係る同年度の納税義務を負う者ではないことは明らかである。 

 また，都市計画税は，市街化区域内に所在する土地及び家屋の「所有者」が納税義務者

とされ（７０２条１項前段），その場合の「所有者とは，当該土地又は家屋に係る固定資産

税について第３４３条（第３項，第８項及び第９項を除く。）において所有者とされ，又は

所有者とみなされる者をいう。」とされている（７０２条２項）が，控訴人が３４３条にお

いて所有者とされ又は所有者とみなされる者とはいえないことは前述したとおりであるか

ら，控訴人は平成２２年度の都市計画税の納税義務を負う者にも該当しない。 

 ちなみに，控訴人は，平成２１年１２月７日に本件家屋の所有権を取得したものである

から，不動産登記法４７条１項の規定によっても，平成２２年１月１日までに表題登記の

申請をしなければならない義務はなく，３６８条１項の規定による追徴を受ける理由も存

在しない。 

（４）ア 被控訴人は，このように解した場合には，家屋を新築した後，表題登記を数年

遅らせて遡って建築年月日を登記すれば，固定資産税を数年間免れることになり，不公平

であると主張する。 

イ 確かに，固定資産税は，土地，家屋及び償却資産の資産価値に着目して課せられる物

税であるから，賦課期日において当該固定資産を現実に所有する者に課すのが最もその趣

旨に沿うというべきであるが，他方，極めて大量に存在する固定資産税の対象物件につい

て，市町村において，その現実の所有者を逐一正確に把握することは困難である。そこで，
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土地及び家屋の固定資産税については，原則として固定資産の登記を基準とするという仕

組みを採用することによって，課税事務を円滑かつ迅速に行うことを可能としたものと解

される。 

 その結果，前述のとおり，１月１日に所有者として登記簿に登記されている者は，所有

者であってもなくても，また，その後所有権の移転があっても，その年の４月１日に始ま

る年度の固定資産税の納税義務を負うものとされているのであって，このように当該固定

資産の実質的所有者が必ずしも固定資産税の納税義務者とならない事態が生じることは，

土地又は家屋の固定資産税について前記のような課税技術が採用された帰結としてやむを

得ないものというべきである。 

ウ また，家屋が新築された場合には，不動産登記法は，「新築した建物又は区分建物以外

の表題登記がない建物の所有権を取得した者は，その所有権の取得の日から１月以内に，

表題登記を申請しなければならない。」（同法４７条１項）として，所有権を取得した者に

１か月の期間内に表題登記を申請することを義務付けているところ，地方税法は，「登記所

は，土地又は建物の表示に関する登記をしたときは，１０日以内に，その旨を当該土地又

は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。」（３８２条１項）と定めて，登記

所に通知義務を課し，「市町村長は，前２項の規定による登記所からの通知を受けた場合に

おいては，遅滞なく，当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳

に記載（当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第３８０条第２項の規定により電

磁的記録の備付けをもって行われている場合にあっては，記録。以下本項において同じ。）

をし，又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。」（３８２条３項）と定め

て，家屋が新築されて特定の者が所有権を取得した事実が家屋課税台帳に反映される仕組

みを設けている。 

 そして，上記の家屋の所有権を取得した者が不動産登記法４７条１項に基づく申請を怠

ったときは，１０万円以下の過料に処することとされており（同法１６４条），地方税法に

おいても，「市町村長は，登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため，

又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合

においては，当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記され

ている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合におい

て，当該登記所は，その申出を相当と認めるときは，遅滞なく，その申出に係る登記又は

登記されている事項の修正その他の措置をとり，その申出を相当でないと認めるときは，

遅滞なく，その旨を市町村長に通知しなければならない。」（３８１条７項）との規定が設

けられている。 

 さらに，同条４項は，登記簿に登記されている以外の家屋については，「市町村長は，家

屋補充課税台帳に，総務省令で定めるところによって，登記簿に登記されている家屋以外

の家屋でこの法律の規定によって固定資産税を課することができるものの所有者の住所及

び氏名又は名称並びにその所在，家屋番号，種類，構造，床面積及び基準年度の価格又は
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比準価格を登録しなければならない。」（３８１条４項）ものとされている。 

 したがって，これらの仕組みの下では，市町村長が，適切にその権限を行使することに

よって，被控訴人が主張するような事態は相当程度回避できるものと認められ，それでも

課税が困難なものが生じるとしても，そのことは，現行法の仕組みの下では避けられない

ものであり，必要があれば立法による手当てがされるべきであって、そのために，課税要

件を法の文言を離れて多義的・便宜的に解釈したり，法の定めていない要件を付加して解

釈適用することは許されない。 

（５）以上のとおり，控訴人は本件家屋に係る平成２２年度の固定資産税及び都市計画税

の納税義務者とは認められないから，本件賦課処分は違法である。  

３ よって，本訴請求は理由があるから，原判決を取消したうえ，控訴人の請求を認容す

ることとして，主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第７民事部 

裁判長裁判官 市村陽典 裁判官 齊木利夫 裁判官 清水響 


